
＜ 別紙参照＞ 

１　令和 8 年度以降の地域展開スケジュール 

★運動部活動 

　　〇令和 8 年 9 月以降、休日の部活動を停止し、休日の活動は地域クラ

ブ活動とします。 

　　〇令和 8 年 9 月以降、大会等は地域クラブで参加します。 

　　※ただし、種目毎に蓄積された経験値が違うため、すべての種目におい 

て「休日の部活動停止時期と地域クラブでの大会参加時期」をそろえ 

ることが難しい状況です。 

※詳細は、1 月下旬から 2 月上旬に開催を予定している「三条市中学生 

　の部活動地域展開説明会」でご説明いたします。 

★吹奏楽部 

　　〇令和 8 年度以降も、各校の求めに応じて、三条市吹奏楽団から専門の 

指導者を休日の部活動に派遣し、活動の充実を図ります。 

　　〇令和 9 年度の夏以降、休日の部活動を停止し、休日の活動は地域クラ 

ブ活動とします。 

　　〇令和 9 年度の夏以降、コンクール等は地域クラブで参加します。 

  　〇活動拠点は、吹奏楽部のある学校を拠点とします。 

　　※地域指導者の不在や部員数の減少により、在籍校での活動が困難とな 

った場合、近隣の拠点校（隣接校）でまとまって活動します。 

 ■吹奏楽部以外の文化芸術活動 

　　〇三条市が主催する「わくわく文化未来塾」に 20 以上の講座があり、 

現在も参加者を募集しています。 

2　令和 8 年度からの参加料（受益者負担）について 

　　　　　　　　　　　　　　　　【令和 8 年度から】 

 

　【令和 7 年度まで】 

 

 

 

 

 

 

※各月の参加料や年間保険料のほか、大会参加に係る経費や消耗品費を 

別途徴収する場合があります。　 

 
部活動地域展開の情報をお知らせします。 令和 7 年 12 月 26 日 
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地域クラブ活動通信（vol.4）

〇年額 1,000 円 

（含む保険料 800 円） 

※就学援助世帯等の 
参加料は免除。

〇月額（運営費＋指導者謝礼金） 

※１回当たり 500 円を目安とする月額でいただきます。 

例：月 2 回×500 円＝1,000 円 

例：月 4 回×500 円＝2,000 円 

〇年間保険料 800 円（別途） 
〇就学援助世帯には、月額 1,000 円を上限として市が 

補助します。



中学生の部活動地域展開　種目別方針（案）  2025年12月25日現在

☆未確定の内容も一部含んでいます。現段階での（案）としてご覧ください。
☆Ｒ5年度からＲ7年度にかけて、3種目ずつ議論を重ね活動を開始してまいりました。そのため、種目ごとに蓄積された経験値や指導
   主体が違うため、すべての種目において「休日の部活動停止時期と地域クラブでの大会参加時期」をそろえることが難しい状況とな
　 っています。

運動部活動9種目に係る　令和8年度以降の方針
※大会参加型クラブ…休日の部活動が停止され、「休日活動」と「大会参加」を実施する地域クラブ。

※令和8年度の夏の「県中学校体育連盟主催大会」への参加について。
①原則、学校部活動で参加します。
②柔道…上記の大会に地域クラブで参加します。
③剣道…剣道部のない学校の希望する生徒を、地域クラブで参加できるようにします。


